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令和 4 年 5 月 23 日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、

施設の使用制限等に係る留意事項等について」の補足について 
 
 
 
 かねてより、本会業務の円滑な運営等につきましては、格別のご高配を賜り厚

くお礼申し上げます。 
さて、標記について、全国建産連を通じ、国土交通省不動産・建設経済局より

周知依頼がまいりましたのでお知らせ申し上げます。 
 


